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7記録の保存・伝達・検証 

 

ここでは、ステップ１からステップ３までで作成された

トレーサビリティに関わる記録の保存、情報の伝達、およ

び検証について解説します。 

 

7.1 記録の保存 

 

【取組内容】 

（１）保存方法の決定 

記録の保存方法を決めます。伝票や台帳をファイルに綴

じてロッカーに保存したり、入力されたデータを電子媒体

で保存するなどの方法があります。 

問題が生じた際に、直ちに取り出せるよう、整理をして

おきましょう。日付順や入荷先・出荷先ごとに保存してお

くなどの工夫が必要でしょう。 

 

（２）保存期間の設定 

記録は、取り扱う食品の賞味期限または消費期限に応じ

て合理的な期間を設定し、保存しましょう。 

出荷先やその先で加工食品の原料となる可能性がある

場合には、それを考慮して、記録の保存期間を設定しまし

ょう。 

【内容】記録を整理して合理的な期間保存し、ただちに取り出せるようにして

おく。 

【効果】 ・問題発生時に、問題の食品の入荷先、出荷先、事業者内部の移動を

迅速に調べ、対応できる。規制機関（政府や地方自治体など行政機

関）や取引先などに対して報告できる。 

整理の工夫の仕方については、取

組事例３を参照してください。 

その食品を食べた消費者に健康影

響が生じた時期や、表示に関する

疑義が生じた時期に、追跡・遡及

に対応できるよう、保存しておく

ことが重要です。 
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なお、法令では、次の表のように保存期間が定められて

いますので、保存期間を設定する際の参考としてください。 

 

表 7.1 法令に基づく記録の保存期間 

法令等 対象 保存期間 

食品衛生法第３

条第２項にもとづ

く食品等事業者

の記録の作成及

び保存に係る指

針 

 

食品等事業者それぞれの、仕入

れ元・出荷・販売先等に係る記

録、殺菌温度や保管時の温度

等の製造・加工・保管等の状態

の記録 

事業者が取扱う食品等の流通実態（消

費期限または賞味期限）に応じて合理的

な期間を設定する。 

多種多様な食品を仕入、出荷、販売等

する事業者であって流通実態に応じた保

存期間の設定が困難な場合については、

その区分毎に次の期間を参考として設定

する。 

・生産段階：販売後１～３年間 

・製造、加工段階：販売後１～３年間 

・流通段階：販売後１～３年間 

・販売段階：販売後１～３か月 

米トレサ法 法の対象となる米・米加工品の

入出荷記録 

３年間 

ただし消費期限が付された商品について

は３か月、賞味期限が３年を超える商品

については５年 

牛トレサ法 牛の個体識別番号を含む入荷・

出荷等の記録 

１年ごとに閉鎖し（とりまとめ）その後２年

間保存 

法人税法施行

規則第59条、第

67条（法人） 

所得税法施行

規則第63条、第

102 条、第 103

条 （ 青色申告

者 、白色申告

者） 

取引に関して、相手方から受け

取った注文書、契約書、送り状、

領収書、見積書その他これらに

準ずる書類及び自己の作成した

これらの書類でその写しのあるもの

はその写し 

法人は７年間、青色申告者と白色申告

者は５年間 
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基本 取組事例３：入出荷伝票等を日付順・入出荷先別に整理して保存 

入出荷の伝票を日付順や入出荷先別に整理しておくと、請求書作成・支払確認のためだけ

でなく、食品事故が発生したときなど、いざというときの追跡・遡及調査が迅速になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ファイルにつづる」といった整理が難しい状況でも、一定期間は捨てないこと、箱に入

れるなどして保存場所をまとめておくこと、そして保存場所を決めておくことが重要です。 

 

  

日付ごとに
整理保存   

 

 
○年○月 

出荷伝票 

 
 

□
□ 

△
△
青
果 

食
品 

取引先ごと
に整理保存 

○
年
□
月
納
品
書

○
年
△
月
納
品
書

○
年
○
月
納
品
書
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7.2出荷先へのロット番号の伝達 

  

出荷先にロット番号を伝達することにより、出荷先はそ

れを入荷ロットとして受け継ぎやすくなり、入荷品のロッ

ト番号を含む記録の作成・保存が容易になります。また、

いざというときの遡及の手がかりになります。出荷元・出

荷先の双方でロット番号を記録すると、お互いの記録に間

違いがないかのチェックが可能になります。 

【取組内容】 

 食品を出荷する際に、品名、ロット番号、出荷日（また

は納品日）、出荷元と出荷先、数量の情報を、出荷先事業

者に伝達します。 

あらかじめ出荷先事業者とは、どのような形（媒体、タ

イミング）でロット番号を伝達し、受け取るかを相談して

決めておくと効果的です。出荷先事業者が、賞味期限また

は消費期限を入荷ロットの定義に用いている場合には、ロ

ット番号の代わりとして、賞味期限または消費期限を伝達

することもよいでしょう。 

図 7.1 出荷先へのロット番号の伝達 

 

注：「ゼロからわかる食品のトレーサビリティ」から引用  

【内容】食品の出荷の際に、品名、出荷日、出荷元と出荷先、数量の情報ととも

に、ロット番号を出荷先事業者に伝達する。 

【効果】・出荷先事業者に、遡及の手がかりとなる情報を提供する。 

・出荷したロットを、出荷先事業者において、入荷ロットとして引き継

ぎやすくなり、検品や、ロット番号の記録や保存を容易にする。 

詳しい解説は 

「食品トレーサビリティシステム

導入の手引き」第 2 版 

p31 へ 

（5-5 情報の伝達と開示） 

出荷先に伝達する情報は、トレー

サビリティ確保の目的からは、出

荷記録（4.2）の基本情報とロット

番号を加えることで十分です。 

 

ここでは、トレーサビリティのた

めに有用な、伝達する情報項目を

示しています。食品表示等の法令

によって定められた情報は、その

法令に従って表示・伝達する必要

があります。 
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7.3 トレーサビリティの検証 

 

 

 

 

 

 トレーサビリティの取組みは、健康に悪影響を与える万

が一の問題が発生したときに効果を発揮します。問題発生

に備え、確実に追跡・遡及ができるか、確かめておくこと

が重要です。 

 加工・製造・包装をする事業者にとっては、製品の表示

の正しさを確認するためにも重要です。 

 

【取組内容】 

事業者が自ら取り組む検証には、（１）モニタリング、

（２）内部監査があります。 

（１）モニタリング 

トレーサビリティシステムの構築時に定められた手順

どおりに作業が実施され、記録が作成されているか、日常

的にチェックします。 

（２）内部監査 

内部監査は、トレーサビリティの信頼性を確保するため、

また、設定した目的に対応して効果をあげているかを評価

するために、一定の間隔を定めて実施します。 

トレーサビリティの内部監査の方法として、以下があり

ます。 

①モニタリング結果の確認 

②食品を実際に追跡・遡及することができるかの確認（追

【内容】トレーサビリティのための取組みが計画どおり確実に実施されている

か、また、万が一の事故が発生したときに機能するか、確認する。 

【効果】・トレーサビリティの信頼性を高める。 

詳しい解説は 

「食品トレーサビリティシステム

導入の手引き」第 2 版 

p30 へ 

（5-4（2）内部監査） 
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跡・遡及の確認） 

 「入荷の記録」に記載された原料ロットを起点とし

て、その原料ロットから作られたすべての製造ロット、

さらにその出荷先を特定できるか、確認します。また、

特定の製造ロットまたは「出荷の記録」を起点として、

その原料ロットや入荷先を特定できるか、確認します。

また、迅速に実施できたか（どの程度の時間を要した

か）についても評価します。 

③製造工程などの作業の前後において、食品の重量や数量

の異常な増減がないかの確認（数量会計） 

 記録した数字に誤りがないか、作業に誤りがなかった

か、また、原料表示に合致した原料を使ったかを確かめ

るために有効です。 

内部監査の結果は、トレーサビリティの取組みの見直し

に活用します。 

 

図 7.2 トレーサビリティの検証 

 

注：「ゼロからわかる食品のトレーサビリティ」から引用 
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8緊急時の追跡・遡及への備え 

 

【内容】 食品事故等を想定し、追跡・遡及のために必要な記録様式を確認する。 

【効果】 ・食品事故等が発生した場合に、影響範囲の特定、回収範囲の特定など

素早い対応ができる。 

 

 健康に重大な影響を与える可能性がある場合には、何よ

りもまず、出荷先に直ちに回収を依頼することが重要です。

そのためには、問題のある食品の範囲を推定し、回収範囲

を設定する必要があります。そこで、保存された記録をも

とに、回収範囲とするすべてのロットの出荷先を迅速に特

定できるかどうか、日頃から確認しておきます。 

また、影響範囲の特定や、汚染の発生箇所、原因究明を

迅速に進めるために、製品から遡って製造ラインや原料ロ

ット、入荷先を迅速に特定できるかどうか、日頃から確認

しておきます。 

【取組内容】 

（１）事故の想定 

過去の事故を参考に、食中毒の発生、異物混入などの食

品事故が起こった場合のことを想定します。また、どこか

らどのような連絡を受けるかを想定し、それに対して内部

で誰がどのように対応し、回収や原因究明の判断を下して

いくのかをあらかじめ定めておきます。 

（２）追跡・遡及のために必要な記録様式の確認 

入荷から出荷まで、入荷先、出荷先の追跡・遡及のため

に必要な記録や、回収範囲の設定や原因究明に役立つ記録

をリストアップし、その対応関係を整理しておきます。ま

た、それらの記録の保存場所も書いておくとよいでしょう。 

さらに、「追跡・遡及の確認」（7.3）と同様に、食品を

事故の連絡を受ける状況として、以

下が想定されます。 

例１：消費者から異物混入を訴える

電話が複数件来た。パッケージ

が残されており、ロット番号が

わかる。 

例２：保健所から「貴社の製品を食

べた複数の人が体調不良を申

し出、食中毒の可能性があり、

調査を行いたい」また「原料ロ

ットの製造元を調べたい」との

連絡を受けた。回収が要請され

る場合もある。 

例３：原料メーカーから、一部のロ

ットに法令不適合が見つかっ

た旨の報告があった。原料ロッ

トを使った製品を回収する必

要が生じた。 
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実際に追跡・遡及することができるか訓練するとよいでし

ょう。 

 

図 8.1 追跡・遡及に役立つ記録の対応関係の整理(例) 

 

課題 

対応 

取組事例４：問題が発生したときの追跡・遡及に役立つ記録様式の目録を作

成し、すばやい事故対応に役立てる 

 

何段階かの工程がある製造業者は、追跡や遡及のために、いくつかの記録を参照する必要

があります。 

練り製品を製造する C社には、１つの製品のために、原料入荷から最終製品の出荷まで、

20 種類以上の記録様式があります。製品へのクレームを受けた場合には、まず製造日単位で

のロットを特定します。C 社では、その製造日単位のロットに紐づく、製造段階、包装段階、

製品検査段階の記録様式の名前を一覧にしています。また、製造段階の記録には原料ロット

が記載されていますが、その原料ロットに紐づく入荷・検品の記録様式の名前を一覧にして

います。 

このような記録様式の目録を作成しておくと、いざというときに必要な記録を探しやすく

なります。 

  

入荷・検品 

原料保管 

入荷の記録 

（入荷日、入荷先、品名、数量、入荷ロット番号） 

成型・包装作業記録 

（日付、中間品ロット番号、 製造ロット番号、 

賞味期限、数量） 

出荷の記録 

（出荷日、出荷先、品名、製造ロット番号、数量） 

調合・撹拌 

原料投入記録 

（日付、装置番号、入荷ロット番号、数量） 

出荷 

成型・包装 

製品保管 

中間品生産記録 

（日付、装置番号、中間品ロット番号、数量） 

経理部が保存 

経理部が保存 

製
造
部
が
保
存 
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